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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）基端部と、末端部と、末端軸部とを有する細長い軸と、
　ｂ）末端軸部上に設けられた複数の電極と、
　ｃ）末端軸部上に設けられた複数の温度センサであって、電極の間に位置する組織の温
度を検知するべく個々の温度センサが２つの隣り合う電極間に配置されている温度センサ
と、
　ｄ）各温度センサに接した状態で該各温度センサに設けられた伝導性の金属バンドと、
を有する、患者の組織に創傷を形成するための電気生理学的装置。
【請求項２】
　上記電極は、約１ｍｍないし３ｍｍよりも大きくない電極間間隔を有する請求項１記載
の装置。
【請求項３】
　上記電極は、上記末端軸部の外側部分上に設けられている請求項１記載の装置。
【請求項４】
　上記金属バンドは、上記軸の周りに配置されている請求項１記載の装置。
【請求項５】
　１つ以上の導電体が、個々の上記温度センサに電気的に接続されている請求項１記載の
装置。
【請求項６】
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　上記導電体は、上記細長い軸の壁部内に少なくとも部分的に埋め込まれている請求項５
記載の装置。
【請求項７】
　上記導電体は、上記細長い軸の壁部内に螺旋状に設けられている請求項５記載の装置。
【請求項８】
　さらに、複数の電極導電体であって、個々の電極に電気的に接続された末端部と、電源
に接続されるように構成された基端部とを備えた電極導電体を有する請求項１記載の装置
。
【請求項９】
　上記金属バンドは、ジャケットを有する請求項４記載の装置。
【請求項１０】
　上記ジャケットは、上記温度センサに隣接する上記複数の電極の周りに部分的に設けら
れている請求項９記載の装置。
【請求項１１】
　上記電極の少なくとも１つは、上記末端軸部の周りに設けられた管状の螺旋コイルであ
る請求項１記載の装置。
【請求項１２】
　上記軸は、その中に細長い芯部材を有している請求項１記載の装置。
【請求項１３】
　上記軸は、その中に延在する内腔を有しており、該内腔は、中に上記細長い芯部材を摺
動自在に受け入れるように構成されている請求項１２記載の装置。
【請求項１４】
　さらに、上記細長い芯部材の周りに設けられたジャケットを有している請求項１２記載
の装置。
【請求項１５】
　導電体が、上記細長い芯部材の上記ジャケットに少なくとも部分的に螺旋状に編組みさ
れている請求項１４記載の装置。
【請求項１６】
　上記細長い芯部材は、ステンレススチール及びニッケルチタン合金からなるグループか
ら選択される材料から形成されている請求項１２記載の装置。
【請求項１７】
　上記細長い芯部材は、ニッケルチタン合金から形成されており、該ニッケルチタン合金
は、超弾性を示す請求項１６記載の装置。
【請求項１８】
　上記ニッケルチタン合金は、体温で安定したオーステナイト相を有する請求項１６記載
の装置。
【請求項１９】
　上記ニッケルチタン合金は、ストレスによって誘導されるオーステナイト－マルテンサ
イト相変換を示す請求項１８記載の装置。
【請求項２０】
　さらに、上記細長い軸の上記末端部に固定された末端部材を有する請求項６記載の装置
。
【請求項２１】
　上記末端部材は、上記細長い芯部材の末端の周りに設けられたコイル部材を有する請求
項１６記載の装置。
【請求項２２】
　上記電極は、感知・切除用電極である請求項１記載の装置。
【請求項２３】
　上記末端軸部の最大外形寸法は、１．６５mm以下である請求項１記載の装置。
【請求項２４】
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　細長い軸を有するガイド部材であって、該軸は、基端部と、末端部と、基端部のポート
と、末端軸部のポートと、その中に延在する内腔であって芯部材を摺動自在に受け入れる
ように構成された内腔とを有するガイド部材を有する請求項１記載の装置。
【請求項２５】
　上記電極は、約２ｍｍないし８ｍｍの長さを有すると共に、約１ｍｍないし３ｍｍより
も大きくない電極間間隔を有する請求項１記載の装置。
【請求項２６】
　高周波電気エネルギー源を有している請求項１記載の装置。
【請求項２７】
　上記金属バンドは、上記温度センサにはんだ付けされている請求項４記載の装置。
【請求項２８】
　上記ジャケットは、電気絶縁材料から形成されている請求項９記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（技術分野）
本発明は、一般に、心臓の不整脈の検出と除去に関し、特に、心房性細動と心房粗動の検
出と除去に関する。
【０００２】
（背景技術）
心房性細動は、心房性の収縮がほとんどないか、あるいは全く伴わない患者の心房の脱分
極の乱れである。この病状は慢性的か間欠的であって、現在、合衆国だけでも約２００万
人の人たちがこの影響を受けている。患者の不整脈を治療するこれまでの方法は、ナトリ
ウムやカルシウムのチャネル遮断薬などの抗不整脈薬や、ベータ・アドレナリン作動性活
動を低下させる薬剤の使用を含んでいる。他の方法としては、不整脈を引き起こす信号の
源や、そのような信号の通路を外科的に切り離すものを含む。しかし、この外科的施術（
技術）は外傷を残すものなので、多数の患者には受け入れられない。更に頻繁に使われる
、不整脈を終わらせる施術には、レーザ光線や、ＲＦあるいはマイクロ波などの高周波電
気エネルギーを照射するなど、熱を患者の心内膜上の所望の不整脈原性部位に当てて、不
整脈を引き起こす心臓の組織を破壊するものを含む。後者の方法には、血管内電気生理学
的（ＥＰ）装置を使って患者の心房内に、隣接して創傷（lesions）を形成することがで
き、以て、外科的隔離術と同様に心房性細動を終わらせるようにし、しかも外傷をはるか
に小さくできるのである。
【０００３】
通常、このＥＰ装置は患者の脈管構造内を進んで行って心臓の中に到達し、この装置の電
極からＲＦ電気エネルギーを出して、心内膜に創傷（外傷、lesion）を形成する。ＲＦ離
解術によってかなり小さな領域に創傷を作る。従って、通常は、創傷をいくつか作って平
均的な不整脈原性部位よりも広い領域を完全に切除するのである。ＲＦ離解術の大きな問
題は、必要な大きさの創傷を形成することであって、対象となる領域を完全に切除し、か
つ周辺の健康な組織を必要以上に破壊しないことである。
【０００４】
創傷形成の監視を改善して、必要な長さの線形創傷を作ることのできる離解（切除、切断
）装置（ablation device）が必要とされていた。本発明は、これらおよびその他のニー
ズを満足させるものである。
【０００５】
（発明の開示）
本発明は、患者の心臓のチャンバ（室、房）内に線状の離解部位（切除部位、切断部位、
切開部位、ablations）を形成するのに適した輪郭が小さい電気生理学的（ＥＰ）装置に
向けられている。本発明のＥＰ装置は、この装置の外面に沿って電極と温度センサとを有
している。その構成によって、輪郭を小さくし、創傷形成の監視を改善し、創傷の大きさ
の制御を改善する。そのような線状の離解による創傷は、特に、患者の心房壁の部位（se
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ctions）を隔離（分離）することによって、心房性細動および粗動を無くしたり最小限に
するのに適している。
【０００６】
本発明のＥＰ装置は、一般に、近位部（基部）と、遠位部（末端部）と、そしてこの遠位
部の外面に設けられた、複数の少なくとも部分的に露出した電極とを有する細長い軸を備
えている。これらの電極は、遠位部の長手方向に間隔を置いて配置されていて、隣り合う
電極の間に少なくとも１つの温度センサが位置している。
【０００７】
これらの遠位軸部の電極は、電気エネルギー、好ましくはＲＦエネルギーが、そこから発
せられると、患者の心臓のチャンバ内に創傷を形成する。これらの電極は、感知用電極と
離解用電極とが組み合わされたものであることができ、該電極は、離解したり、患者の体
内の内腔の内側からの電気的な活動を検出することができる。好適な実施形態においては
、患者の身体の外側に接する電極が単極モードの場合、この装置の軸上の電極は独立して
いる。選択的に、軸上の１対の電極を用いて、電極は双極にすることもできる。好適な電
極は、装置の柔軟性を改善するために螺旋コイルの形状を有するが、円筒の帯（バンド）
、弧状の帯や細帯（リボン）など他の構成も適切である。感知分解能を高くするために、
電極は、遠位軸部に取り付けた電極の第１小アレイで間隔を置いて隔てられると共に、遠
位軸部に取り付けた感知電極の第２拡大アレイであって電極間の間隔が第１小アレイより
も大きい第２拡大アレイで間隔を置いて隔てられる。これは、１９９５年５月１８日出願
の出願番号第０８／４４３，６５７号の「高分解能脈管内信号検出」という名称の同時係
属出願に記載されており、この出願は、その全体がここに編入される。
【０００８】
好適な温度センサは熱電対であるが、サーミスタや他の温度感知手段などの他の適切な温
度センサを用いても良い。好適な熱電対は、銅とコンスタンタン線（ワイヤ）からなるＴ
型である。伝導部材は、温度センサの外面に設けられることができる。この伝導部材は、
金など、カテーテルの外周の温度と素速く釣り合って患者の心臓壁の温度になる伝導材料
から形成される。
【０００９】
温度センサを装置の外面の電極の間に配置することによって、小さい輪郭の装置（low pr
ofile device）を提供できる。輪郭を小さくすることで、患者の体内において、装置の作
動遠位端部を巧みに動かして位置決めすることが容易化される。この装置の遠位軸部の最
大外径は、約１．０mm（３．０フレンチ）ないし約１．３mm（４フレンチ）である。本発
明のＥＰ装置に対して、温度センサを電極と装置の中心軸の間の位置に放射状（半径方向
）に軸に間隔を置いて配置しているＥＰ装置は、本発明のＥＰ装置よりも大きな直径の軸
が必要である。
【００１０】
更に、本発明のＥＰ装置は、創傷を形成している間の温度の監視（モニタリング）を改善
しているので、より効果的な創傷形成ができるようになっている。効果的に不整脈原性部
位を切除するには、相隣接する電極によって形成される個々の創傷が一緒になり、以て、
１つの連続した創傷となるように対象の領域を完全に切除しなければならない。しかし、
もし、創傷の形成が不完全に終わると、創傷は連続しないことになり、不整脈は止まらな
いということになる。電極が配置されている軸部に対して末端側若しくは基部側に位置す
る温度センサ、若しくは装置の軸内に設けられた電極から半径方向（放射状）に間隔を置
いて隔てられた温度センサは、隣り合う電極間の心臓壁の温度を正確に計測できず、従っ
て、連続した創傷を確実に形成するべく離解（切除）の監視を効果的に行うことができな
い。これに対して、本発明のＥＰ装置は、温度センサが心臓壁の温度を１つの連続した創
傷を形成するように会合あるいは重なり合う隣り合った創傷の端（エッジ）で監視する。
このように温度を監視することによって、外科医は、十分な加熱が行われていることを確
信することができ、血液の凝固や組織の炭化を引き起こす過熱を回避できる。このように
、外科医は、隣り合う電極に離解（切除）エネルギーを加え、電極の間の心臓壁が所定時
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間内に所定の温度に達するようにする。このようにして、外科医は創傷形成を監視するこ
とができ、所望の大きさの１つの連続した創傷が形成された時点を決定することができる
。
【００１１】
遠位部の壁は個別に絶縁された導電体の少なくとも部分から形成されており、これらの導
電体は、遠位部のそれぞれの電極に電気的に接続されている。導電体は編組になっている
のが好ましい。遠位部壁の個々の伝導線（伝導ワイヤ）は、また、温度センサに接続され
るか、あるいは、熱電対温度センサの場合には、該伝導線は、温度センサをなす末端（遠
位端）を有する。また、ダクロン（デュポン）などのナイロンから作られている複数の高
分子のストランドをその導電体と一緒に編み込んだり、編組伝導体により形成された管状
部材の外側に別に編んでも良い。導電体の近位端部は、軸の近位端に設けられたマルチピ
ン・コネクタのそれぞれのピンに電気的に接続されていて、高周波電気エネルギーをその
源（ソース）から個々の電極（体外電極を使用する場合）あるいは電極対に送るのを容易
にしている。軸の近位端部に設けられたマルチピン・コネクタは、また、感知した電気的
活動を表示できる表示ユニットと電気的につながっている受容部材に接続されるように構
成されている。
【００１２】
本発明の好適な実施形態において、本発明のＥＰ装置は、装置軸の内部に設けた細長い芯
部材を有する誘導線（ガイドワイヤ）の形をしている。この誘導線の遠位部は、電極が取
り付けられる長さ方向に対して遠位（末端）に位置する柔軟な誘導チップ（ガイドチップ
）を有している。この遠位の誘導チップは、芯部材の最遠位端の周りに設けられた螺旋コ
イル、あるいは、この芯部材の最遠位端から延伸する細帯（リボン）などの独立した形成
部材の周りに設けられた螺旋コイルを有することができる。この芯部材あるいは独立した
形状部材の遠位端は、外科医により手作業で変形されることができ、以て、処置の間、患
者から延在する近位端部を捻ることによって、患者の脈管構造内で細長い感知装置を容易
に操作できるようにしている。滑らかな丸いチップあるいは栓（プラグ）がコイルの遠位
端に設けられており、これにより、患者の血管系の中を進んでいくときに、血管が傷つけ
られないようにしている。誘導線の構造は従来のものを用いることができる。電極は、Ｅ
Ｐ装置の遠位端部に設けられ、芯部材は、この遠位端部の電極に電流を送るのに使用され
る。
【００１３】
芯部材には、電気的に絶縁できる１つまたはそれ以上の包被（ジャケット）を被せるのが
好ましい。この設計により、輪郭を小さく出来ると共に柔軟性が付与される。しかも、こ
の構成は、十分に強く、電極部の長さと離解が行われる患者の内心膜の領域との間の接触
を確実有効なものにすると共に、不整脈を終わらせる有効な創傷を確実に形成する。個別
に絶縁されている導電体は、少なくとも部分的に芯部材の外被（外ジャケット）の内側に
位置しても良い。
【００１４】
本発明の細長の装置は、近位端（基端部）から装置の遠位端（末端部）に位置する解放ポ
ートあるいは誘導線ポート（ガイドワイヤポート）まで延在する細長い内腔を有するカテ
ーテルの形であっても良い。カテーテルの遠位端部には柔らかいチップを設けて、血管内
を進んでいくときに血管に引っ掛かって傷つけることを最少限にすることができる。１つ
の好適な実施形態において、カテーテルの形態の装置の内腔は、同一の血管内あるいはそ
の枝管内の異なった位置における信号の検出を可能にする従来の誘導線あるいは本発明の
装置の誘導線を通すことができるように構成される。これは、１９９４年１月２７日出願
の出願番号第０８／１８８，２９８号の「電気的活動を検出する複数脈管感知装置を使用
する方法とシステム」という名称の同時係属出願に記載されており、この出願は、その全
体がここに編入される。
【００１５】
本発明のＥＰ装置は、単独でも、様々な形の、あるいは様々な形に変形可能な誘導部材（
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ガイド部材）と一緒に使用することができる。１つの好適な実施形態において、このＥＰ
装置は、該ＥＰ装置を摺動自在に受け入れる内腔と、誘導カテーテルの縦軸に対して２方
向のいずれにも偏向できる遠位部とを有する偏向可能な誘導カテーテルと共に使用される
。これは、１９９７年１２月３０日出願の発明者がジェイ・ジェー・クィン氏、デュアン
・ディケンズ氏、ローレント・シャラー氏である出願番号第０９／００１，２４９号の「
偏向可能な誘導カテーテル」という名称の同時係属出願に記載されており、この出願は、
その全体がここに編入される。
【００１６】
本発明のＥＰ装置は、また、細長い開放された遠位部を有する誘導部材と共に使用するこ
とができる。これは、１９９６年８月８日出願の出願番号第０８／６２９，０５７号及び
１９９６年６月６日出願の出願番号第０８／６５９，７６９号の「線形切除アセンブリ」
という名称の同時係属出願に記載されており、この出願は、その全体がここに編入されて
いる。デリバリ・シースの内腔に配置されたＥＰ装置の縦方向の動きによって、このＥＰ
装置の遠位部は、このデリバリ・シースの開口側遠位部から離れる方向に弧状に突出して
、患者の心臓のチャンバの面に効果的に接触し、これにより、心臓組織は、効果的に線状
離解（切除）される。
【００１７】
本発明のＥＰカテーテルは、温度センサが装置の軸の外面に沿って位置すると共に、電極
の間に位置しているため、小さい輪郭を有しており、これにより、操作性が改善されてい
る。また、この温度センサの位置によって、創傷形成を効果的に監視することができ、こ
れによって、創傷の大きさの制御が改善される。この結果、周辺組織の所望されない破壊
を行うことなしに、問題の領域を完全に切除することができるようになっている。本発明
のこれらおよびその他の利点は、以下の詳細な説明と添付の例示的図面から、より明らか
になるであろう。
（発明を実施するための最良の形態）
【００１８】
図１に示しているように、本発明のＥＰ装置（電気生理学的カテーテル）１０は、一般に
、基軸部（近位の軸部）１２と末端軸部（遠位の軸部）１３とを有する細長い軸１１と、
この装置の基端部側にある電気的コネクタ１４と、遠位の軸部１３上にある複数の電極１
６と、遠位の軸部上にある複数の温度センサ１７であって、少なくとも１個の温度センサ
が電極１６の間にあるようになっている温度センサと、そしてこの装置の末端部側にある
柔らかい柔軟性のあるチップ１８とを有している。図１に示している実施形態においては
、電極と温度センサは、２個の隣り合う電極の間に１個の温度センサという交互の配置に
なっている。
【００１９】
図１に示している実施形態においては、ＥＰ装置１０は誘導線の形態をなしている。図１
に示しているＥＰ装置の拡大縦断面を示している図２で最もよく分かるように、芯部材２
０は、軸１１の中をこの装置の末端部まで延在している。柔らかい柔軟性のあるチップ１
８は、閉じた末端部を有しており、そして好ましくは高分子材料から形成されている柔ら
かい包被（被膜）２３で包まれ軸１１の末端部を越えて延在している柔軟なコイル２２を
含んでいる。図２に示している実施形態においては、チップ１８は、柔軟性を高めるため
に開いた中央領域を持っている。チップ１８にとって好適な高分子材料は、３Ｍが販売し
ているＴＨＶなどのフルオロポリマーである。芯部材２０は、金－錫はんだ（Ａｕ８０％
－Ｓｎ２０％）などの適切な材料によってコイル２２の遠位端に２４で固定されている。
芯部材２０、そして好適にはその末端部は、図示しているようにテーパを付けたり、平坦
にしたりできる。
【００２０】
カテーテル形態の装置（図示していない）は、図１に示している誘導線形態（ガイドワイ
ヤ形態）と同じであるが、芯部材２０がなく、軸１１内に内腔が延在していて、誘導線（
ガイドワイヤ）あるいはその他の装置をその中に受け入れるようになっているところが異
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なる。
【００２１】
芯部材２０は、最大直径が約０．０１インチ（０．２５mm）ないし約０．０１８インチ（
０．４６mm）のステンレス鋼線（ステンレス・スチール・ワイヤ）が好ましい。この芯部
材２０には、全体厚さが、好適には０．００１インチ（０．０２５mm）以下の１つまたは
それ以上の包被（ジャケット）が設けられる。本発明の好適な実施形態においては、この
芯部材の包被は、約０．００１インチ（０．０２５mm）の厚さの絶縁ポリイミド被膜（コ
ーティング）２７を有していて、これは末端のテーパ部では、約０．００４インチ（０．
１０２mm）ないし約０．００５インチ（０．１２７mm）厚さのＴＨＶなどのフルオロポリ
マー被膜（コーティング）２８で覆われている。図２に示している実施形態においては、
被膜２７は、軸１１の末端に対して更に末端方向の所定のポイントまで延在すると共に、
芯部材２０の末端に対して基部方向の所定のポイントまで延在している。
【００２２】
図１－５に示している実施形態においては、電極１６は螺旋コイルであって、絶縁されて
いる導電体２９に電気的に接続されている。温度センサ１７は熱電対線（ワイヤ）３０お
よび３１によって形成されている熱電対である。図３の４－４線および５－５線横断面図
である図４および５に最もよく示されているように、編組みされた導電体２９は３６ＡＷ
Ｇ銅線でできており、それぞれの導電体は約０．０００５インチ（０．０１３mm）のポリ
イミド絶縁被膜を有している。熱電対線は、４１ＡＷＧ銅とコンスタンタンからできてい
て、それぞれの線（ワイヤ）には約０．０００２５インチ（０．００７mm）ないし約０．
０００５インチ（０．０１３mm）厚さのポリイミド絶縁塗装を有している。
【００２３】
軸１１は、導電体２９と熱電対線（ワイヤ）とを有していて、少なくとも部分的に包被（
ジャケット）３２で覆われている編組構造を有している。本発明の好適な実施形態におい
ては、包被３２はＴＨＶなどのフルオロポリマーである。図１に示している本発明の好適
な実施形態においては、編組導電体２９と熱電対線３０、３１も、また、芯部材２０の周
りの被膜２８内に少なくとも部分的に位置している。
【００２４】
伝導体（伝導部材）３３が温度センサ１７の外面を覆っている。伝導体３３は、好ましく
は、約０．００１インチ（０．０２５mm）ないし約０．００５インチ（０．１３mm）の厚
さの金製の帯（バンド）であり、そして、好ましくは、軸１１の周りに配置され、約０．
００２インチ（０．０５mm）の厚さを有し、金－錫はんだなどの適切な材料で温度センサ
１７に接続される。図１に示している本発明の好適な実施形態においては、好ましくはＴ
ＨＶでできているフルオロポリマーの包被３４が伝導体３３を覆い、電極へ送られるエネ
ルギーによる雑音（ＲＦ雑音など）から温度センサ１７を隔離（insulates）している。
包被（ジャケット）３４は、電極１６の少なくとも部分、例えば、それぞれの電極の縁を
覆い、電極の鋭利な金属の縁が露出しないようにしてある。別の実施形態（図示していな
い）においては、包被３４は、例えば、信号雑音を除くフィルタ機能を備えている場合は
省略できる。包被３４を省略すると創傷部位に更に直接接触できるので、更に迅速に、正
確に温度計測ができるようになる。同様に、電極エネルギーからの雑音を別の方法で除去
すれば、熱電対を直接電極コイルに取り付けることができ、より迅速に且つ正確な応答が
得られる。
【００２５】
図１に示している本発明の好適な実施形態においては、熱電対線の末端部が互いに結合さ
れ、これにより形成された熱電対が、それら２つの線（ワイヤ）のインターフェースにお
ける温度を測定するようになっている。選択的に、熱電対線の末端部を、別々に離間させ
た配置で、伝導体３３に固定することができ、これにより、熱電対は、熱電対線の末端部
の間の伝導体３３の長さに沿いの温度を測定することになる。
【００２６】
電極の最大外形寸法は、一般に、約１．０mm（３Ｆｒ）ないし約１．３mm（４Ｆｒ）で、
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好適には約１．２２mm（３．７Ｆｒ）である。電極の長さは約２mmないし約８mmで、好適
には約６mmである。電極間の間隔は、温度センサを収容できるに十分な大きさでなければ
ならないが、一般に、約１mmないし約３mm、好適には約２mmである。本発明の好適な実施
形態においては、約４個ないし約１２個の個々の電極が末端軸部に設けられるが、該末端
軸部の直径が５Ｆｒ以上になった場合、装置は、更に多数の電極を設けることができる。
【００２７】
ＥＰ装置１０は、コネクタ１４を含めて、全長が約１００cmないし約２００cm、好ましく
は約１６５cmである。電極１６を有する末端軸部（distal shaft section）１３の長さは
、約２cmないし約１５cm、好ましくは約６cmである。
【００２８】
ＥＰ装置１０は、患者の大腿静脈などの血管系に経皮的にあるいは静脈切開で誘導部材の
中に入れて導入する。通常、この装置は患者の心房内で線形離解（linear ablation）を
行うのに使用するが、心室（ventricle）の中に創傷を作るのにも使用することができる
。装置は、通常、大静脈の内部に進められてゆき、末端軸部１３が適正な心房内に配置さ
れる。選択的に、この装置は、中隔横断静脈鞘を通って左心房へ前進せしめられたり、あ
るいは大腿動脈進入部を経て大動脈および左心室へ逆行せしめられたりすることができる
。処置の間、患者から延在している装置１０の基軸部１２を捻ることによって、末端部１
３が心房腔（atrial chamber）内で回転して変位し、ＥＰ装置１０を適切な位置に持って
いくことができ、以て、電気的活動(electrical activity）が検出でき、腔（チャンバ）
内の多くの部位で心臓組織を切除（除去）することが可能になる。本質的に、電気的な活
動を感知するとき、総ての電極１６を同時に使用するが、離解（ablation）を行うとき、
典型的な処置（施術）としては、ＥＰ装置の最末端部における１個または２個の電極にＲ
Ｆ電流を流して最初の離解を行い、次いで、基部方向に１個または２個の電極に続けてい
って、所望の長さの離解（剥離、分離、切除、切断、ablation）を心房腔の中で行うので
ある。これによって、組立に必要な全体的なパワー要求（必要条件）が減少する。温度セ
ンサは、隣り合う電極の間にある心臓壁の温度を検出するので、各電極に供給する電力は
、所望の方法で温度を制御する適切な装置（図示していない）で制御されることができ、
そしていつ連続的な創傷（lesion）が形成され、従って、いつ基部方向に向けて次の電極
に移動するべきかが判断される。しかし、複数チャネルの温度感知装置と十分なパワー源
を使えば、特定の数の電極、あるいは総ての電極にＲＦエネルギーを同時に供給すること
も可能である。
【００２９】
好適な使用においては、温度データをフィードバックすることによって電力（パワー）を
調整し、血栓を防止することができる。同時係属出願番号第０８／６２９，０５７号の出
願に記載されている如く、選択的に、冷却液を使用することもできる。
【００３０】
離解（ablation）が終了すると、電極１６を使って電気的活動を検出し、その離解が細動
あるいは粗動を終わらせるのに有効であったことを確かめることができる。通常、本発明
の装置で形成される細長い創傷は、幅が約３mmないし約１２mmであり、通常は、約５mmな
いし１０mmである。
【００３１】
この装置の基端部にある電気コネクタ１４は市販の電気コネクタであって、８ピン・コネ
クタ用には部品番号ＰＡＢ－Ｍ０８－ＧＬＡ３９ＪあるいはＰＡＢ－Ｍ０８－ＴＬＡ３９
Ｊがあり、９－１６ピンなどもっとピン数の多いコネクタ用には部品番号ＰＡＢ－Ｍ０８
－ＧＬＡ３９Ａなどがある。上記のコネクタは、カリフォルニア州サンタ・ローザのレモ
・ユーエスエー社から入手できる。上記のコネクタに接続可能なアクセサリ・ケーブル用
の適切なコネクタには、８ピン・コネクタ用にはＰＲＢ－Ｍ０８－ＧＬＬ６５Ｊ、８ピン
以上のコネクタ用にはＰＲＢ－Ｍ０８－ＧＩＩ６５Ａがある。後者のコネクタも、同社か
ら入手可能である。
【００３２】
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ここでは、心房性細動および粗動の検出と治療を指向している特定の好適な実施形態に関
して記載してきたが、当業者であれば、細長い創傷（lesion）を形成するという広範囲の
処置に本発明が使用できるということを認識するであろう。更に、本発明の実施形態のそ
れぞれの特徴は、幾つかの図面に示される一方、他の図面には示されなかったが、当業者
であれば、本発明の１つの実施形態のそれぞれの特徴は、他の実施形態のいずれかの、あ
るいは総ての特徴と結合させることができるということを認識するであろう。本発明につ
いて、その範囲から逸脱することなく、様々な修正（モディフィケーション）および改良
をすることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の特徴を具体化しているＥＰ装置の正面図である。
【図２】図１に示しているＥＰ装置の２－２線拡大縦断面図である。
【図３】図１に示しているＥＰ装置の３－３線拡大部分縦断面図である。
【図４】図３に示しているＥＰ装置の４－４線横断面図である。
【図５】図３に示しているＥＰ装置の５－５線横断面図である。

【図１】 【図２】
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【図５】
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